
芽室町新嵐山スカイパーク指定管理者募集要項 

 

芽室町新嵐山スカイパークの指定管理者（管理業務を実施する団体）を募集し

ます。 

 

１ 施設の概要 

区   分 名   称 

国民宿舎 新嵐山荘（休止中） 

スキー場 メムロスキー場 

スキー場附属施設 

新嵐山ロッジ 

管理棟 

新嵐山第１パラレルリフトＡ線・Ｂ線 

新嵐山第２パラレルリフトＢ線（休止中） 

キャンプ場 新嵐山キャンプ場（休止中） 

キャンプ場附属施設 

新嵐山キャンプ場グランピングサイト（休止中） 

新嵐山キャンプ場ワンデイキャンプサイト（休止中） 

新嵐山キャンプ場フリーサイト（休止中） 

休憩舎 
フォーレストハウス 

ヤスモット（休止中） 

展望台 新嵐山展望台 

 なお、新嵐山スカイパークについては、令和６年度に策定したグランドデザイ

ン（全体構想）に基づき、都市公園への編入を検討しています。また、令和７年

度に策定予定の基本計画において、今後の施設整備等の方向性が確定する予定で

す。 

 

２ 指定管理者が行う業務及び管理の基準 

（１） 上記施設の運営に関すること。 

（２） 上記施設及び設備の維持管理に関すること。 

（３） 管理基準及び業務詳細は芽室町新嵐山スカイパーク指定管理業務仕様

書のとおり。 

 

 



３ 指定期間 

 令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間 

 

４ 指定管理料 

指定管理者に係る経費は、会計年度（４月１日～翌年３月 31 日まで）毎に支

払われます。 

 

５ 利用料金制 

当該施設は利用料金制を導入しませんので、利用者が支払う施設利用料金は

町の収入となります。 

なお、芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例（平成 14 年３月 28

日条例第 35 号）第８条第３項において、利用料金は指定管理者の収入とすると

しておりますが、今後、条例改正を行う予定です。 

 

６ 応募資格 

（１） 十勝管内に事務所・事業所を置く団体であること。 

（２） 類似施設管理業務について運営実績があること。 

（３） 指定期間中、安全円滑に対象施設の管理運営できる団体であること。 

（４） 団体又はその代表者が次の事項に該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者。 

イ 破産者で復権を得ない者。 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項(同

項を準用する場合を含む。)の規定により芽室町における一般競争入札

等の参加を制限されている者。 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「自治法」という。）第 244

条の２第 11 項の規定による指定の取消しを受けたことがある者。 

オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第 92 条の２、同

法第 142 条（同条を準用する場合を含む。）又は第 180 条の５第６項の

規定に抵触することとなる者。 

カ 国税及び地方税を滞納している者。 

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年 

法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）またはその構成



員（暴力団の構成団体の構成員含む。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体。 

ク 本町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨

げた者、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため

に連合した者。 

ケ 銀行取引停止を受けている者。 

 

７ 応募にあたっての留意点 

（１） 応募に関し必要な費用は、応募者の負担となります。 

（２） 芽室町が提供した資料等は、応募に係る検討以外の目的で使用するこ

とを禁じます。また、目的の範囲であっても、無断で第三者に使用させ、

または内容を提示することを禁じます。 

（３） 応募にあたって提出した書類の提出期限後の差し替え、再提出はでき

ません。 

（４） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とするとともに、所

要の措置を講じることがあります。 

（５） 提出された書類は、返却しません。 

（６） 提出書類及び選定結果については、公表する場合があります。 

 

８ 関係法規の遵守 

（１） 業務を遂行する上で関連する法規を遵守しない場合は、指定の取消し、

停止、解除をすることがあります。 

（２） 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民の利用を拒んではなりま

せん（地方自治法第 244 条第２項）、また、利用することについての不当

な差別的取扱いをしてはなりません（地方自治法第 244 条第３項）。 

（３） 指定管理者の指定業務について、「芽室町個人情報の保護に関する法律

施行条例」及び「芽室町情報公開条例」が適用になります。 

 

 

 

 

 



９ 説明会及び質疑等 

（１） 応募書類、指定管理業務等についての説明会（事前予約制）を次のと

おり開催します。 

ア 日 時 令和７年６月 17 日（火）午前 10 時 

    イ 場 所 芽室町役場２階 会議室７（芽室町東２条２丁目 14 番地） 

    ウ 事前予約の方法 

令和７年６月 13 日（金）17 時 30 分までに下記の書類提出先へ連絡

してください。（予約がない場合は説明会を開催しません。） 

（２） 本指定管理者募集要領、仕様書等に対する質疑は、別途「質問書様式」

により令和７年６月 13 日（金）17 時 30 分までに下記の書類提出先まで

に提出してください。 

 

10 提出書類 

 提出書類は、原則Ａ４サイズ縦綴じとします。 

（１） 公の施設に係る指定管理者申込書（別紙第１号様式（第４条様式）） 

（２） 上記申込書に記載する提出書類 

（３） 類似施設の管理実績（任意様式） 

（４） 人員配置計画 

（５） 安全統括管理者選任届出書 

（索道の設計、施工・制作・改造、索道の運行及び索道施設の保守（１

シーズンを 0.8 年に換算）、設備計画・投資計画・人員計画等の作成業務

等の管理的業務について、通算３年以上の経験があることを示すもの） 

（６） 索道技術管理者選任届出書 

     （単線固定循環式特殊索道の維持及び管理に関する技術上の業務の経

験の期間が通算して３年以上（１シーズンを 0.8 年に換算）であるもの） 

 

11 提出部数 

  ２部（うち１部は製本しないで提出してください。） 

 

 

 

 



12 申込み書類の提出先 

  〒０８２－８６５１ 芽室町東２条２丁目 14 番地 

  芽室町 魅力創造課（新嵐山再生担当） 

 電 話  ０１５５－６２－９７３６ 内線２３２ 

  ＦＡＸ  ０１５５－６２－４５９９ 

 

13 申込受付期間 

  令和７年５月 30 日（金）～令和７年７月４日（金）17 時 30 分まで 

  ※郵送の場合は令和７年７月４日（金）必着でお願いします。 

 

14 選定方法及び選定基準 

（１） 応募書類に基づき｢芽室町公の施設に係る指定管理者選定委員会」にお

いて下記事項を考慮し総合的に判断を行い、指定管理の候補者を選考し

ます。 

 ア 利用者の平等な利用が確保されること。 

イ 利用者に対するサービスの向上が図られること。 

ウ 施設の効用を最大限発揮されるものであること。 

エ 施設の適切な維持管理が図られること。 

オ 管理経費の縮減が図られるものであること。 

カ 安定した管理能力があること。 

キ 地域住民の声が反映されること。 

（２） 選考委員会の候補者選考の意見を受けて、町長が指定管理者を選定し、

町議会の議決を経て指定します。 

  

15 問合せ先 

 芽室町 魅力創造課（新嵐山再生担当） 

 〒０８２－８６５１ 芽室町東２条２丁目 14 番地 

 電 話  ０１５５－６２－９７３６ 内線２３２ 

 ＦＡＸ  ０１５５－６２－４５９９ 

Ｅメール shinarashiyama@memuro.net 

 

 



16 添付資料 

（１） 「指定管理業務仕様書」 

（２） 施設の内容、見取り図 

（３） 協定書（案） 

（４） その他、関係条例等 


